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一宮市内「みどり」の現況

　各地でサクラが咲き始め、春らしい季節となりました。

身近な緑は、私たちの生活にゆとりや潤いをもたらしま

す。緑を増やすことで、猛暑の影響が減るとともに、植

物による二酸化炭素の吸収量が増えて地球温暖化を減速

させることが期待されます。

　市内で植物に覆われた土地は約３，５００㌶（市全域の約

３０％）あり、そのうち農地は約２，７７０㌶（市全域の約２４％）

となっています（国土数値情報 ２０２１年度調査）。また

公園の面積は約２３０㌶あり、多くの樹木が育っています。

　しかし近年の市街の変化とともに、新しい倉庫や住宅

の建設が多く見られ、緑の面積が減少を続けています。

　

新しい条例ができました（緑地の保全・緑化の推進）

　２０２３年４月に「一宮市緑地の保全及び緑化の推進に

関する条例」を施行しました。一定規模以上の建築行為に

対して、国の法令などよりも厳しい基準を市条例で設け、

「緑化計画書」を提出していただくことで、より多くの

緑を創り出します。

　建築する敷地面積により必要な緑化率は異なりますが、

例を挙げると「倉庫（市街化調整区域）」は旧「基準無

し」→新「３％」、「工場（市街化区域）」では旧「３％」

→新「１０％」の緑化を義務付けています。植栽の種類

についても、高木（成木時に高さ３．５ｍ以上となるもの）

と低木で、本数の基準をそれぞれ定めており、在来種な

ど地域の特性・風土への配慮もお願いしています。

工場・倉庫等の建築と「緑化」の実績

　条例の施行から３年間で提出された緑化計画書による

と、緑地の増加面積は合計で約４，７００㎡になります。多く

の事業者の皆さまのご理解とご協力により、約１，８００㎡

の緑化がすでに完了しました。植樹していただいた樹木

を大切に育て、長きにわたって地域に緑のゆとりや潤い

を提供していただくことをお願いしています。

　２０２４年度から「みどりの創出」として、市ウェブサ

イトで緑化の実績を公表しています。今後は半年ごとに

アップデートしていく予定ですので、ご覧ください。

古くからの自然や樹木も大切に

　条例では、地域で愛されている貴重な樹木で、一定の

基準に該当するものを、所有者などの同意を得て「保存

樹木」として指定します。こうした樹木を守る地域の取り

組みを応援する仕組みとして、剪
せ ん て い

定などの費用の半額

（上限５万円で３年に１回）や、管理などの費用の一部

（１本当たり年間３，０００円）を市

から助成しています。

　これまでに、丹陽町外崎と西大

海道にあるクスノキを指定しまし

た。今後も、市内に残された貴重

な緑を将来の世代に継承するため、

地域の方々と協力して緑を守って

いきます。

　最後に、新入生の皆さま、ご入園・ご入学おめでとう

ございます。市では緑や自然を大切にする優しい心を育

む教育の一環として、小学校に入学する新１年生の皆さ

んに入学記念樹を配布しています。「いちのみやリバー

サイドフェスティバル」（７㌻参照）の開催期間中に会場

で配布していますので、ぜひお出かけください。
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